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働く場の創造～メガトレンドの中での産業支援～

　人口減少のインパクトを軽減し地域社会を持続させていくためのカギは「複属化」である。第二・

第三の所属は個人が生きていく上でバックアップとなり、また地方自治体が関係人口を増やす可能

性を持つ。新潟県南魚沼市のサテライトオフィス事業は、地元の国際大学が持つ知的資源や国際的

なネットワークを入居企業と組み合わせていく取組みである。1年間の実施を通じて、テレワーク

に関する入居企業間の協力やオフィス空間のあり方、地元社会との関わり方などについての知見が

得られた。また、先進事例として知られている和歌山県白浜町、福島県会津若松市、徳島県神山町

などからも見えてくるのは、先進的な地方のサテライトオフィスは「仕事」と「生活」の両方の質

を高められる環境を磨いているということだ。技術やビジネスのトレンド、および生活の質＝ウェ

ルビーイングの多様性に目を向けることで、多様なサテライトオフィスをデザインしていくことが

できるだろう。

人口減少と「複属化」
　人口問題は、地域社会の将来を決める大き
な要素である。地方都市においては、都市へ
の人口移動による過疎化は以前から大きな課
題であったが、日本全体の人口が減少局面に
入り加速していく本格的な「人口減少社会」
に入り、問題の重要性はさらに重たいものと
なっている。
　人口減少のインパクトを軽減し地域社会を
持続させていくためのカギは何か。ここでは
その一つとして「複属化」を挙げたい。
　社会人類学者の中根千枝は 1967 年の著書

『タテ社会の人間関係』で、日本人の社会集
団は「個人に全面的参加を要求」し、個人
が 2 つ以上の社会集団に所属していても「必

ずそのいずれか 1 つ優先的に所属しているも
のが明確にあり、あとは第二義的な所属」で
あること、「第一所属がダメになった場合は、
個人にとって致命的であり、その場合、第二
所属をもっていてもほとんど大した役に立ち
えないのが普通」であると指摘した。つまり

「構造的には集団所属はただ一つ」であるの
が日本社会の特徴であるとし、これを「単一
社会」と呼んだ。サラリーマンがプライベー
トな時間も同僚と付き合い、社宅に住み、家
族ぐるみの関係を築くようなあり方はその典
型といえるだろう。
　しかし、小渕内閣時代の 1999 年に堺屋太
一経済企画庁長官の下でとりまとめられた経
済審議会報告書『経済社会のあるべき姿と経
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はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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済新生の政策方針』では、単一社会とは異な
るあり方を読み取ることができる。今後の社
会では「「単属者」であり続ける者もいるが、
多くは、これらに加えて好みの縁で繋がった
集団にも帰属意識を持つ「複属者」となる」
という。好みの縁以外にも、退職後の高齢者
や学校生活になじめない若者と地域社会の関
わりについて、第一所属以外の「居場所と
役割」を作る重要性が論じられるなど、「複
属」の認識は広がっているといえる。1 つの
企業に所属しないフリーランスの働き方や、
企業に所属しつつ NPO 等で社会的な活動に
も積極的に打ち込む生き方をする人も増えて
いる。同窓会のつながりや、多様な趣味のつ
ながりの仲間と日常的にコミュニケーション
をとるようになってきている。つまり第二所
属、第三所属が、個人として生きていくうえ
でバックアップとして役に立つようになるな
ど、確実に複属化は進んでいる。
　複属化を助長しているのが、ソーシャルメ
ディアだ。個人を単位とし、人と人のつなが
りをベースに情報の共有・拡散が行われる
ソーシャルメディアは、個人間の多様なつな
がりを作り交流を促すことが存在意義であ
る。そのため、さまざまな目的や関心事など
に応じて誰でも自由に、簡単に仲間を募れる
機能を提供している。そこから数多くのグ
ループや組織が次々と生まれ、その多様性が
私たちの複属化を後押ししている。
　地域社会との関連では、ふるさと納税制度
も「複属社会」的な制度として捉えられる。
この制度では、自分が住んでいる場所ではな
い地方自治体への寄付をすると税額控除が受
けることができ、実質的には県民・市民税の
一部移転が行われている。この制度を、「居
住地と寄付先の２カ所の住民となって納税し
ている」と捉えれば、複属意識の具体化であ
るともいえよう。ほかにも、「ふるさと住民票」

を発行する自治体も登場している。こうして
地方自治体が、正規の住民ではない「1/2 住
民」や「1/3 住民」のような存在を認め、納
税者や関係者（関係人口）を増やしていくな
らば、それは人口減少対策となり、地域社会
の生き残りにもつながっていくだろう。
　また、個人の立場から考えても、多様な働
き方や生活様式をしやすくなり、複数の地域
や企業・組織に所属することが社会制度とし
て定着していく複属社会化は、リスク分散や
セーフティネットというメリットがある。

南魚沼市の取り組み
おためしサテライトオフィス事業の概要
　近年、都市部の企業などが情報通信技術を
活用し地方都市や地方の観光地などにサテラ
イトオフィスを設け、より豊かな仕事環境・
住環境の実現や、通勤負荷の削減、オフィス
コストの削減等を目指す動きが広がってい
る。こうしたサテライトオフィスへの企業誘
致は、これまで住民ではなかった人と地方都
市の新たなかかわりを作る動きとして、地方
自治体からも期待されている。
　以下では、サテライトオフィスの実例とし
て新潟県南魚沼市の取り組みを紹介する。南
魚沼市はコシヒカリの産地として知られた米
どころであり、豊富な水を生かした酒どころ
としても知られているが、40 カ国以上の国々
から外国人学生が集まる大学院大学の国際大
学が立地しており、知的資源や国際的なネッ
トワークを活かしたビジネス拠点となる可能
性を持った場所でもある。また、国際大学付
属のグローバル・コミュニケーション・セン
ター（以下 GLOCOM、東京都港区）には、
情報社会研究の最先端の研究者が集ってい
る。
　2017 年 4 月、南魚沼市は総務省の「おた
めしサテライトオフィス」事業の採択を受け
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て、この国際大学のキャンパス内にサテライ
トオフィス「ビジネス・サテライト・アカデ
ミーＩＵＪ」を開設した。このオフィスに入
居する企業のメリットとしては、海外展開を
見据えて国際大学の学生・卒業生と交流でき
ることや、GLOCOM との共同研究会に参画
できることなどが謳われた。そして東京に主
な拠点のある（株）エム・ビー・エー、ヌー
ムジャパン（株）、（株）プライムスタイル、（株）
ICO Japan の 4 社が入居した。
　企業の入居が落ち着いた 2017 年 6 月から
9 月には、サテライトオフィス入居企業と南
魚沼市、地元関係者（医療機関、コンサルタ
ント、起業家など）と国際大学 GLOCOM の
合同研究会である「サテライトオフィス誘致
戦略研究会」を実施した。この研究会では国
際大学の学生（ブラジル、南アフリカ、カメ
ルーン、ミャンマー、キルギスタン、パキス
タン出身）や教員とともに入居企業のビジ
ネスの国際展開の可能性を検討するワーク
ショップを開催したり、国内先進地域のサテ
ライトオフィスの取組みを調査したり、南魚
沼における今後のオフィスのあり方などを議

論したりした。筆者はこの研究会の主査兼事
務局を務めた。

2017年度の到達点
　ここまで述べてきたように、2017 年度は 4
社が国際大学の「ビジネス・サテライト・ア
カデミーＩＵＪ」に入居した。また研究会で
は、これまで関わることのなかった異分野の
企業の人々や市役所担当者、多国籍の学生や
研究者とじっくり意見交換できたことで、さ
まざまなアイディアが生まれたり、刺激と
なったという意見が各企業から聞かれた。ま
た参加した地元関係者も、サテライトオフィ
スを契機として地元の産業の将来を考える機
会にできたと語っていた。
　研究会から生まれた具体的な成果のひとつ
は、「ジョセササイズ（除雪とエクササイズ
の融合）」を通じた取組みである。このアイ
ディアは、研究会の最終回で、それまでの議
論を踏まえて 2020 年までに南魚沼で「IT 知
識産業集積を形成すること」「ウェルビーイ
ングを高めること」「様々なチャレンジを生
み出す環境づくり」を達成するために必要な

南魚沼サテライトオフィス誘致戦略研究会の様子①
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取り組みを検討した中から出てきた。研究会
を機に交流が始まった福島県会津地域のジョ
セササイズを取り入れ、他地域から若者を招
聘しお米や民泊など南魚沼市内の地域資源を
アピールしたり、入居企業とともに体力づく
りプログラムを提供したり、国際大学の学生
を巻き込んだ国際大会に発展させたりすると
いうものだ。南魚沼の特長である豪雪や観光
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働く場の創造～メガトレンドの中での産業支援～

見えてきた課題
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人材の採用ができた場合には、サテライトオ
フィス勤務者の能力開発につながる研修を入
居企業が共同で開発していくことも可能であ
ろう。
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展開が期待される。
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地域でのサテライトオフィス誘致

ルスフォース・ドットコムの誘致など好循環
が始まった。白浜町 IT ビジネスオフィスは
各企業の個室スペースが大きく、開放的な造
りで「海が見えるオフィス」としてメディア
でも数多く取り上げられた。2017 年時点で
オフィスは満室であり、人の入れ替わりはあ
るが約 30 名が在籍し、約 10 名が常勤してい
る。中には東京から移住した人もいる。
　企業の入居が順調ではなく撤退もあった時
期は、入居後のサポート体制が弱かったとい
う。その経験を踏まえ、現在では、入居者が
白浜の魅力を気にいり東京に帰りたくないと
思うような地道で細やかなサポートを心がけ
ているそうだ。たとえば、入居者同士の交流
は濃密である。都市部からサテライトオフィ
スへ来た人とのつながりを強めるためにバー
ベキューなどの交流イベントがあり、またビ
ジネス面でもセールス手法を隣の企業から学
ぶといった連携が生まれている。仕事も遊び
も混じった、全面的な付き合いが生まれてい
るといえよう。
　入居企業は、白浜町で生産性が上がったと
評価している。たとえば東京では、満員電車
での通勤に時間も体力も消費されるが、白浜
では車で 20 ～ 30 分となり、余った時間を自
己投資や地域活動貢献に回すことができる。
　課題は地元での雇用創出を目指しても、都
市部から来た企業が求めるような IT 人材の
確保が困難という点だ。そのため、入居企業
とともに IT 人材育成やプログラミング教室
を実施している。

福島県会津若松市
　福島県会津若松市は地方における小さな
IT クラスターとしての先進地域である。市
の人口は約 12 万人で若者の流出や、古民家
や空き家が多いことが課題となってきた。そ
こで、産業振興を含めた「地域活力の向上」

を図り ICT を活用して生活を便利にするた
めの《スマートシティ会津若松構想》を進め
ている。市役所では職員の IT 資格取得奨励
や、効率的に各種証明書の発行案内ができる
タブレットの導入、スマホで母子手帳が見ら
れるサービスの導入、バス路線の最適化など
さまざまな IT プロジェクトに取り組んでい
る。
　また、地元の会津大学は起業家精神を教育
理念を特長としており、会津大学をハブとす
る学生発のベンチャー企業の集積ができてき
ている。東京の大学ではなくあえて会津大学
大学院に進学する人や、都内の企業への就職
を辞めて地元で起業する人も出てきているそ
うだ。
　会津若松の特長は、対話とネットワーキン
グ、そして様々なプロジェクトによって「ア
ウトプット」を生み出しているところだ。頻
繁に開催されている「オープンカフェ」で
は、多種多様な人々が集まり、様々なテーマ
で熱心に議論を重ねている。イベントには市
役所の人が「官」の鎧を脱ぎ一市民として参
加しており、協力関係も良好である。主催者
はイベント参加者が地元の人だけにならない
よう、首都圏を含む他地域からも人が集まる
ようにしている。地元で頑張っている人に話
してもらったり、「農業」「医療」などイベン
トごとにテーマを変えることが多様な参加者
を集めるカギのようである。
　日産電気自動車と会津大学の合同事業で
は、電気自動車の電源を活用したビアガーデ
ンの企画が地元の方々に受け、お年寄りまで
集まり大盛況となった。また高齢者向けに始
めた電気自動車での冷凍食品の移動販売で
は、スーパーが遠くて普段は買えなかったア
イスクリームが飛ぶように売れたという。こ
うして技術者が地域のフィールドに出て、顧
客と（ときには酒を酌み交わして）対話し技
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術が役立つ場面を体感した。
　会津大学などが取り組んでいるブロック
チェーン技術はカンボジア中央銀行に採用さ
れた。カンボジアからは 5 名の技術者等が会
津若松を訪問し、技術開発だけではなく一緒
に磐梯山に登るなど交流を深めた。地方のイ
ノベーションが国内で普及するよりも前にい
きなり海外に出ていくというのはユニークで
ある。
　このようなエコシステムの中にサテライト
オフィスやコワーキングスペースが位置づけ
られている。会津大の学生たちが資金を出し
合って作ったオフィスは、毎週のようにイベ
ントが開催され、活気付いている。市が病院
を改装したサテライトオフィスもあり企業の
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地域でのサテライトオフィス誘致
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オフィスが各地で進化していくことを期待し
たい。
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